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大変貴重な講義をありがとうございました。法律の専門家は難しい話を難しく話すもの

と、勝手な思い込みをしていた自分を深く反省しました。先生のお話は大変分かりやすく、

ユーモアも交えて下さり、お陰様で講義中に様々な考えを巡らせることができました。法

律家ではない聴講者に出来るだけ分かりやすく伝えようとして下さる先生のお姿が、先生

の「民のための法解釈を」という熱いメッセージと重なり、私自身の仕事に対する姿勢を

見つめ直すきっかけとなりました。

私は、行政機関に勤務する公務員です。公務員がよく皮肉られるものとして「言い訳３

ナイ」というものがあります。それは、住民の求めに応じない理由を「予算がナイ・前例

がナイ・法律にナイ」ということで言い訳をする様子を揶揄するものです。勿論、全てが

そうではありませんが、行政機関として法律に「書かれていない」ことを言い訳にしてい

る現状が少なからずあることは認めざるを得ません。住民にとって、本当に必要な施策を

「法律にナイ」という言い訳で片付けることの無いよう私自身を戒める思いでした。

先生のお話のなかで「法律は明確なものを示していない、だからこそ法解釈が必要にな

る」というものがありました。私は、法解釈は常に「常識的であること」が求められるよ

うに思います。多くの人にとって納得し得る「常識的な解釈」が、社会秩序や公共の福祉

を保つ上では必要だと感じるからです。そして、常識的な解釈をするためには、様々な異

なった環境や条件で生活をする人々の感情や日常生活を想像する「想像力」と「優しさ」

が必要なのではないでしょうか。より多くの人にとって納得し得る法解釈は、より多くの

人々の感情や生活、価値観を鑑みなければ出来ないことだと感じます。

その意味で最近、私の業務の中で感じた常識的な解釈に困惑してしまう法律があります。

それは「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律」です。このな

かで、保護者制度を廃止することが規定されているわけですが、「保護者の同意」ではなく

「家族等の同意」という規定にすり替わっているため、精神科医療の現場や精神障害者の

当事者にとって大きな混乱を招く内容になっていると感じます。詳しく言及することはし

ませんが、本日の講義を心にとめつつ、平成２６年４月１日施行日までに私自身に何がで

きるかを考えてみようと思います。

貴重なご講演ありがとうございました。




